
9 金山町議会だより  第１２５号 8金山町議会だより  第１２５号

一
般
質
問

星
川
智
子
議
員

　町
中
に

は
観
光
ス
ポ
ッ
ト
へ
の
誘

導
看
板
や
駐
車
場
、
ト
イ

レ
の
案
内
表
示
が
な
い
。

せ
っ
か
く
来
て
い
た
だ
い

た
お
客
様
が
こ
ま
ら
な
い

よ
う
基
本
的
な
お
も
て
な

し
を
整
え
て
は
。

産
業
課
長

　分
か
り
や
す

さ
だ
け
を
目
的
に
案
内
板

の
数
を
安
易
に
増
や
す
こ

と
は
、
風
景
と
調
和
し
た

家
並
を
有
す
る
美
し
い
景

観
を
目
的
に
訪
れ
る
観
光

客
の
思
い
に
反
す
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
。
役
場
駐

車
場
前
、
十
日
町
、
羽
場

に
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

を
設
置
し
足
元
に
各
施
設

の
方
角
を
刻
ん
だ
石
材
を

埋
め
込
ん
で
い
る
。
ビ
ュ

ー
ポ
イ
ン
ト
（
楯
山
山
頂
）

に
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
表
示

し
ウ
ェ
ブ
上
で
周
辺
観
光

ス
ポ
ッ
ト
を
確
認
で
き
る
。

町
長

　駐
車
場
や
ト
イ
レ

の
案
内
に
つ
い
て
は
工
夫

を
凝
ら
し
、
景
観
を
損
な

わ
な
い
形
で
表
示
で
き
る

と
思
う
。
今
の
在
り
方
を

見
直
し
、
初
め
て
来
た
方

が
戸
惑
う
こ
と
が
な
い
よ

う
案
内
板
の
在
り
方
を
考

え
て
い
き
た
い
。

観
光
資
源
の
街
並
み
は

星
川
議
員

　景
観
施
策
は

令
和
元
年
度
策
定
さ
れ
た

「
金
山
町
景
観
ア
ク
シ
ョ

ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
景
観
づ

く
り
１
０
０
年
運
動
ス
テ

ー
ジ
Ⅱ
」
に
基
づ
い
て
進

め
る
の
か
。
ま
た
、
古
い

建
物
の
実
態
調
査
や
重
要

と
思
わ
れ
る
も
の
の
リ
ス

ト
化
の
実
施
予
定
は
。

環
境
整
備
課
長

　景
観
施

策
と
観
光
施
策
は
密
接
な

関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
、

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
中
で
も
観
光
施
策
と
一

緒
に
な
っ
て
取
り
組
ん
で

い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
景
観
上
重
要
と

思
わ
れ
る
建
築
物
等
の
リ

ス
ト
化
に
つ
い
て
は
、
町

内
一
円
の
農
家
住
宅
や
土

蔵
な
ど
の
分
布
状
況
を
概

ね
把
握
し
、
４
町
内
を
除

い
て
地
図
に
落
と
し
込
ん

だ
。
ま
た
、
古

い
建
物
の
実
測

調
査
も
一
部
実

践
さ
れ
て
い
る

（
平
成
３０
年
度

上
台
地
区
、
令

和
元
年
度
田
茂

沢
地
区
、
令
和

２
年
度

　七
日

町
地
区
）

ホ
テ
ル
の
状

況
は

星
川
議
員

　コ

ロ
ナ
禍
で
厳
し

い
経
営
状
況
の

シ
ェ
ー
ネ
ス
ハ

イ
ム
へ
助
成
の

予
定
は
。

町
長

　神
室
振
興
公
社
が

管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る

３
施
設
の
う
ち
ホ
テ
ル
と

レ
ス
ト
ラ
ン
へ
の
指
定
管

理
料
は
支
払
わ
れ
て
い
な

い
。
例
え
ば
、
一
定
程
度

の
収
入
が
あ
る
と
の
前
提

が
崩
れ
た
事
態
を
考
慮
し
、

本
来
的
に
期
待
さ
れ
る
収

入
程
度
の
指
定
管
理
料
を

支
払
う
こ
と
が
で
き
な
い

か
、
町
の
関
わ
り
方
を
検

討
し
た
い
。

観光客への案内看板を
回答 初めて来る方が困らないよう考える

団
員
報
酬
の
支
給
方
法

は
適
正
か

中
村
忠
行
議
員

　団
員
報

酬
は
、
個
人
に
支
給
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
、
現
状
は

各
部
へ
振
込
に
な
っ
て
い

る
。
支
給
方
法
に
問
題
は

な
い
か
。
ま
た
、
日
本
消

防
協
会
会
館
建
設
の
寄
付

に
つ
い
て
は
団
員
の
理
解

は
得
ら
れ
て
い
る
の
か
。

町
民
税
務
課
長

　現
在
の

団
員
へ
の
報
酬
、
手
当
等

の
支
給
方
法
は
、
各
部
の

部
長
に
受
領
を
委
任
す
る

委
任
状
に
、
団
員
が
押
印

し
、
各
団
員
の
了
承
を
得

た
う
え
で
、
各
部
の
口
座

に
振
り
込
み
を
し
て
い
る
。

　消
防
庁
か
ら
は
、「
報

酬
、
出
動
手
当
等
は
、
そ

の
性
格
上
本
人
に
直
接
支

給
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考

え
ら
れ
、
適
正
な
方
法
で

支
給
さ
れ
る
よ
う
お
願
い

す
る
旨
の
通
知
が
さ
れ
て

お
り
、
報
酬
の
支
給
方
法

に
つ
い
て
、
消
防
団
と
検

討
し
た
い
。

　会
館
建
設
の
寄
付
は
、

県
消
防
協
会
か
ら
寄
附
依

頼
が
あ
り
、
令
和
２
年
の

年
頭
集
会
で
説
明
を
行
い
、

部
長
宛
で
寄
付
依
頼
の
通

知
を
行
っ
た
。

　元
年
分
は
報
酬
が
支
給

済
み
の
た
め
事
務
局
へ
の

納
付
を
お
願
い
し
、
令
和

２
年
と
３
年
分
に
つ
い
て

は
、
報
酬
か
ら
差
し
引
く

こ
と
と
し
た
。

　来
年
度
は
報
酬
か
ら
差

し
引
く
こ
と
に
つ
い
て
同

意
書
を
も
ら
う
な
ど
、
消

防
団
と
も
検
討
を
行
う
。

団
員
報
酬
額
の
算
定
方

法
は

中
村
議
員

　団
員
報
酬
額

は
、
費
用
弁
償
と
し
て
は

手
当
額
が
低
い
。
団
員
報

酬
の
算
定
方
法
は
。

町
民
税
務
課
長

　報
酬
額

は
、
最
上
広
域
や
県
消
防

協
会
最
上
支
部
を
構
成
す

る
他
の
管
内
市
町
村
と
比

較
し
、
大
き
く
差
が
生
じ

る
こ
と
は
団
員
の
士
気
に

も
影
響
す
る
可
能
性
も
あ

り
、
管
内
市
町
村
の
状
況

も
踏
ま
え
な
が
ら
、
必
要

に
応
じ
改
善
を
図
る
。

費
用
弁
償
加
算
と
負
担

軽
減
を

中
村
議
員

　団
員
の
減
少

に
よ
り
、
各
団
員
の
負
担

が
重
く
な
っ
て
い
る
。

　負
担
軽
減
と
手
当
を
加

算
で
き
な
い
か
。

町
民
税
務
課
長

　現
在
、

出
動
手
当
を
支
給
し
て
い

る
の
は
、
演
習
前
揃
い
、

演
習
当
日
、
操
法
大
会
、

防
災
訓
練
、
年
頭
集
会
等

が
あ
り
、
実
出
場
人
員
に

対
し
て
１
回
１
０
０
０
円

の
手
当
を
支
給
し
て
い
る
。

　処
遇
改
善
は
団
員
確
保

に
も
影
響
す
る
問
題
で
、

費
用
弁
償
の
在
り
方
も
含

め
、
消
防
団
と
も
協
議
し

な
が
ら
処
遇
改
善
策
に
つ

い
て
検
討
し
た
い
。

　操
法
大
会
を
選
抜
な
ど

の
形
に
す
る
こ
と
は
、
有

事
の
対
応
に
不
安
が
出
る

こ
と
や
、
士
気
の
低
下
に

つ
な
が
る
と
の
意
見
が
あ

る
が
、
団
員
の
負
担
に
な

っ
て
い
る
状
況
と
も
思
わ

れ
、
各
団
員
の
事
情
に
も

配
慮
し
な
が
ら
、
団
員
が

継
続
で
き
る
在
り
方
を
、

消
防
団
と
と
も
に
検
討
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
。

一
般
質
問

消
防
団
員
の
負
担
軽
減
を

回
答

団
員
が
継
続
で
き
る
在
り
方
を
検
討
す
る

星 川 智 子 議員
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中 村 忠 行 議員


